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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スチールラバー方式により付与されたエンボスを有し、そのエンボスがシングルエンボ
スである水解性衛生薄葉紙において、
　規則正しく配列されたドーム状の凹部と、
　前記凹部の間に形成される当該凹部底から凸となる強押部と、
　一部又は全部の凹部の凹面から突出する複数の小凸部からなる小凸部群とが、
　周面に形成された、凸エンボスロールによりエンボスが付与されたことを特徴とする水
解性衛生薄葉紙。
【請求項２】
　前記凹部の平面視形状が角丸四角形であり、
　前記凸エンボスロール周面に形成される凹部の平面視パターンが、
　凹部の角丸四角形の各一辺に隣接する凹部の角丸四角形の一辺が近接又は接して配置さ
れるパターンである請求項１記載の水解性衛生薄葉紙。
【請求項３】
　４つの凹部により囲まれる部分に形成される強押部の頂面が円形である請求項１又は２
記載の水解性衛生薄葉紙。
【請求項４】
　頂面のエッジが面取りされている請求項３記載の水解性衛生薄葉紙。
【請求項５】
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　前記凹部の平面視形状の面積が８～１２ｍｍ2である請求項１～４の何れか１項に記載
の水解性衛生薄葉紙。
【請求項６】
　凹部の中心間隔が３．０～５．５ｍｍである請求項１～５の何れか１項に記載の水解性
衛生薄葉紙。
【請求項７】
　小凸部群は、１～６の小凸部が規則正しく配列されて構成され、かつ、この小凸部群が
、凸エンボスロールの周面に規則正しく配列されている請求項１～６の何れか１項に記載
の水解性衛生薄葉紙。
【請求項８】
　小凸部の頂部が平面であり、その頂面の面積が０．２～０．５ｍｍ2である請求項１～
７の何れか１記載の水解性衛生薄葉紙。
【請求項９】
　前記小凸部と強押部の頂部の高さ位置が同一である請求項１～８の何れか１項に記載の
水解性衛生薄葉紙。
【請求項１０】
　スチールラバー方式によりクレープ紙にエンボスを付与して、シングルエンボスの水解
性衛生薄葉紙を製造する方法において、
　規則正しく配列されたドーム状の凹部と、
　前記凹部の間に形成される当該凹部底から凸となる強押部と、
　一部又は全部の凹部の凹面から突出する複数の小凸部からなる小凸部群とが、
　周面に形成された、凸エンボスロールによりエンボスを付与することとした、
　ことを特徴とする水解性衛生薄葉紙の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、トイレットペーパーに代表される水解性衛生薄葉紙に関する。
【背景技術】
【０００２】
　水解性衛生薄葉紙であるトイレットペーパーはよく知られるところである。この種の水
解性衛生薄葉紙においては、拭き取り性能を向上させるとともに嵩高さ、柔軟性、表面の
滑らかさを発現させるためにエンボス加工が施されることがある。
　かかるエンボス加工は、伸縮性があり低坪量で薄いクレープ紙で構成される水解性衛生
薄葉紙の特徴から、複数のエンボス凸部が形成された金属製エンボスロールとそれらエン
ボス凸部を受ける弾性表面を有する弾性ロールとを組み合わせて一対とした、スチールラ
バー方式で行なうのが一般的である。
【０００３】
　他方、クレープ紙が積層された水解性衛生薄葉紙に付与されたエンボスについては、ク
レープ紙にスチールロールとラバーロール間でエンボスを付与した後に積層する形態や、
スチールロールとスチールロール間でシートの表面と裏面にエンボスを施すタイプをダブ
ルエンボスと称し、複数のクレープ紙を積層した後にエンボスを付与する形態をシングル
エンボスと称され区別される（但し、シングルエンボスは、積層されたクレープ紙に限ら
ない）。
【０００４】
　上記ダブルエンボスは、付与された凸単位エンボスの頂部同士を接触させることで嵩高
で厚みがあり、両面の滑らかさの差が少ない水解性衛生薄葉紙ができる利点がある一方、
積層するクレープ紙数に応じたエンボスロールが必要になる欠点がある。また、積層され
るクレープ紙の接触面積が小さくなることから積層一体化に糊を用いる場合には、水解性
が悪化するという欠点もある。
【０００５】
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　これに対して、シングルエンボスは、積層されたクレープ紙に一度にエンボスを付与す
るため一つのエンボスロールで済むとともに、当該エンボスがクレープ紙同士の積層一体
化にも寄与することから糊は不要で水解性に優れる水解性衛生薄葉紙とすることができる
利点がある一方、金属製エンボスロールのエンボス凸部の高さ以上に見かけの紙厚を増加
させることができないため嵩高さの発現が難しいという欠点がある。
【０００６】
　ここで、スチールラバー方式では、エンボス凸部が弾性ロールに押し込まれることでエ
ンボスが付与されるので、シングルエンボス形態で嵩高く深いエンボスを付与するには、
高さのあるエンボス付与凸部でエンボスを付与するか、或いは、エンボス圧を高めるなど
することにより、嵩高さを発現させることは可能であるが、かかる策では、型押しされる
面、すなわち、金属ロールに接する紙面がざらついたようになり滑らかさが悪化したり、
繊維が締まりシングルエンボスの利点である水解性が悪化したり、紙自体が薄くなりコシ
がなくなるという弊害が生じてしまう。また、エンボス凸部により押されて形成される凹
部の特に底部において繊維が締まり、不要な光沢が発現して意匠性も劣るようになる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００９－１７８５７２号公報
【特許文献２】特開２００６－８１８８３号公報
【特許文献３】特開２００９－２２６１４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　そこで、本発明の主たる課題は、スチールラバー方式を用いたシングルエンボスの水解
性衛生薄葉紙における嵩高さの向上と紙面の滑らかさの向上を図ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決した本発明とその効果は次記のとおりである。
　＜請求項１記載の発明＞
　スチールラバー方式により付与されたエンボスを有し、そのエンボスがシングルエンボ
スである水解性衛生薄葉紙において、
　規則正しく配列されたドーム状の凹部と、
　前記凹部の間に形成される当該凹部底から凸となる強押部と、
　一部又は全部の凹部の凹面から突出する複数の小凸部からなる小凸部群とが、
　周面に形成された、凸エンボスロールによりエンボスが付与されたことを特徴とする水
解性衛生薄葉紙。
【００１０】
　＜請求項２記載の発明＞
　前記凹部の平面視形状が角丸四角形であり、
　前記凸エンボスロール周面に形成される凹部の平面視パターンが、
　凹部の角丸四角形の各一辺に隣接する凹部の角丸四角形の一辺が近接又は接して配置さ
れるパターンである請求項１記載の水解性衛生薄葉紙。
【００１１】
　＜請求項３記載の発明＞
　４つの凹部により囲まれる部分に形成される強押部の頂面が円形である請求項１又は２
記載の水解性衛生薄葉紙。
【００１２】
　＜請求項４記載の発明＞
　頂面のエッジが面取りされている請求項３記載の水解性衛生薄葉紙。
【００１３】
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　＜請求項５記載の発明＞
　前記凹部の平面視形状の面積が８～１２ｍｍ2である請求項１～４の何れか１項に記載
の水解性衛生薄葉紙。
【００１４】
　＜請求項６記載の発明＞
　凹部の中心間隔が３．０～５．５ｍｍである請求項１～５の何れか１項に記載の水解性
衛生薄葉紙。
【００１５】
　＜請求項７記載の発明＞
　小凸部群は、１～６の小凸部が規則正しく配列されて構成され、かつ、この小凸部群が
、凸エンボスロールの周面に規則正しく配列されている請求項１～６の何れか１項に記載
の水解性衛生薄葉紙。
【００１６】
　＜請求項８記載の発明＞
　小凸部の頂部が平面であり、その頂面の面積が０．２～０．５ｍｍ2である請求項１～
７の何れか１記載の水解性衛生薄葉紙。
【００１７】
　＜請求項９記載の発明＞
　前記小凸部と強押部の頂部の高さ位置が同一である請求項１～８の何れか１項に記載の
水解性衛生薄葉紙。
【００１８】
　＜請求項１０記載の発明＞
　スチールラバー方式によりクレープ紙にエンボスを付与して、シングルエンボスの水解
性衛生薄葉紙を製造する方法において、
　規則正しく配列されたドーム状の凹部と、
　前記凹部の間に形成される当該凹部底から凸となる強押部と、
　一部又は全部の凹部の凹面から突出する複数の小凸部からなる小凸部群とが、
　周面に形成された、凸エンボスロールによりエンボスを付与することとした、
　ことを特徴とする水解性衛生薄葉紙の製造方法。
【発明の効果】
【００１９】
　以上の本発明によれば、スチールラバー方式を用いたシングルエンボスの水解性衛生薄
葉紙における嵩高さの向上と紙面の滑らかさの向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明にかかる水解性衛生薄葉紙のエンボス付与態様を説明するための概略図で
ある。
【図２】本発明の水解性衛生薄葉紙にエンボスを付与する凸エンボスロールの周面に形成
されたエンボス付与パターン（凹凸パターン）を説明するための平面図である。
【図３】本発明の水解性衛生薄葉紙にエンボスを付与する凸エンボスロールの周面に形成
されたエンボス付与パターン（凹凸パターン）を説明するための斜視図である。
【図４】図２のＡ－Ａ断面図である。
【図５】図２のＢ－Ｂ断面図である。
【図６】本発明の水解性衛生薄葉紙のＭＭＤの測定方法を説明するための図である。
【図７】比較例にかかる凸エンボスロールのエンボス付与パターンを説明するための平面
図である。
【図８】比較例にかかる凸エンボスロールのエンボス付与パターンを説明するための斜視
図である。
【図９】本発明の実施例にかかる水解性衛生薄葉紙の図である。
【図１０】比較例にかかる水解性衛生薄葉紙の図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２１】
　次いで、本発明の実施の形態を、最も好ましい例を図１～６に示し、これを参照しなが
ら以下に詳述する。
　本発明の水解性衛生薄葉紙Ｘ１は、エンボスを有するものであり、好ましくは、クレー
プ紙が積層された２プライ以上のプライ構造（積層構造）を有し、かつエンボスが付与さ
れているものである。
【００２２】
　前記プライ数は特に限定はされないが、過度に多プライとすると水解性の悪化、表裏面
の滑らかさの差が大きくなる、プライ離れが起きやすいなどの問題が生ずるため、好まし
くは２～３プライである。
【００２３】
　なお、本発明の水解性衛生薄葉紙Ｘ１のプライを構成するためのクレープ紙は、その厚
さが１００～２００μｍであるのが望ましい。１００μｍ未満であるとエンボス付与時に
破れるおそれがあり、２００μｍではエンボスがしっかりと入らないおそれがあり、本願
発明のエンボス形状、エンボスパターンによる効果が十分に発揮されないおそれがある。
【００２４】
　他方、本発明の水解性衛生薄葉紙Ｘ１にかかるエンボスは、スチールラバー方式により
付与されたシングルエンボスである。すなわち、本発明の水解性衛生薄葉紙Ｘ１にかかる
エンボスは、回転軸平行かつ周面突き合わせに配置された凸エンボスロールと周面弾性ロ
ールとの間にクレープ紙Ｓ１或いは積層クレープ紙Ｓ１を通し、前記凸エンボスロール６
０の周面１に配されたエンボスのパターンをクレープ紙Ｓ１に転写して形成されたエンボ
スであり、また、紙面の一方面の凹部分が他方面の前記凹部分に対応する凸部分となり、
紙面に双方が露出しているエンボス態様のものである。
【００２５】
　このことから、本発明はいわゆるスチールマッチエンボス方式のような一対の凸エンボ
スロールにより付与されるものとは異なるものである。スチールマッチエンボスは、表裏
差のないエンボスを付与することが可能であるが、クレープ紙のようなパルプ繊維を原料
とした低坪量のクレープ紙では、エンボス付与中に断紙しやすい。また、本発明では特徴
的な小凸部群を有することから、スチールマッチエンボス方式とすることは難しい。
　また、本発明では所謂ティップトゥティップ形式のような各クレープ紙に別途にエンボ
スを付与して貼り合せるダブルエンボスでもない。
【００２６】
　本発明の水解性衛生薄葉紙Ｘ１は、スチールラバー方式で付与されたシングルエンボス
とすることで、極めて簡易にエンボスを付与できるとともに、糊を使わずにクレープ紙同
士を積層一体化することができ、高い水解性を発揮させることができる。また、シングル
エンボスであるため各クレープ紙に別途にエンボスを付与する必要はないので製造も容易
である。そして、凸エンボスロール６０の周面１の構成によって、本発明の水解性衛生薄
葉紙Ｘ１の所望の効果が達成されるのである。
【００２７】
　前記周面弾性ロール６１の構成について例示すれば、周面がゴム等の弾性部材で構成さ
れる弾性ニップロールが適する。その表面のショア硬度（Ｓｈｏｒｅ ｈａｒｄｎｅｓｓ
）は、４０～６０度であるのが望ましい。ショア硬度が低すぎると、つまり周面弾性ロー
ル表面がやわらかすぎると、エンボス付与時にクレープ紙Ｓ１が破断するおそれが高まる
。他方、ショア硬度が高すぎると、つまり周面弾性ロールの表面が硬すぎると、凸エンボ
スロール６０の周面１のパターンが転写されなくなるおそれがある。
【００２８】
　エンボス付与するにあたってのニップ圧（エンボス圧、線圧とも言われる）は、５～３
０ｋｇｆ／ｃｍ、好ましくは１０～２５ｋｇｆ／ｃｍとするのが望ましい。ニップ圧が低
すぎると、エンボスが鮮明になるとの効果が、十分に発揮されないおそれがある。他方、



(6) JP 5931734 B2 2016.6.8

10

20

30

40

50

エンボス圧が高すぎると、クレープ紙Ｓ１が断紙するおそれがたかまる。
【００２９】
　ここで、スチールラバー方式では硬質樹脂、金属等の硬質素材で形成された凸エンボス
ロール６０の周面１の凹凸が周面弾性ロール６１の表面に食い込むようにしてクレープ紙
Ｓ１にエンボスが付与されることから、凸エンボスロール６０の周面１に形成されている
凸部のみならず凹部の形状も重要な要素となる。そして、本発明では、それら凸エンボス
ロール６０の周面１の凹凸のパターンに特徴がある。
【００３０】
　まず、凸エンボスロール６０の周面１には、規則正しく配列されたドーム状の凹部１０
と、前記凹部１０の間に形成される当該凹部底から凸となる強押部１１と、前記凹部１０
の凹面から突出する複数の小凸部１２ｔからなる小凸部群１２とが形成されている。
【００３１】
　この凸エンボスロール６０では、周面弾性ロール６１との間に通されたクレープ紙Ｓ１
は、ドーム状の凹部１０に入り込んだ部分が、緩やかに押されて保持されるとともに、前
記強押部１１によってしっかりと紙面に凹エンボスが形成されるようになる。これにより
、クレープ紙Ｓ１が破れることなく、凹部１０を深くすることができるようになり、それ
に応じて相対的な高さが高くなる強押部１１により凹エンボス及びこれに対応する反対面
の凸エンボスがしっかり形成されることができるようになる（なお、以下、本発明では凹
エンボス部の形成時に反対面に凸エンボス部が形成されるがいずれか一方の形形成につい
ては記載を省略することがある）。したがって、嵩高さが得られるとともに、凹エンボス
がしっかりと付与されることから意匠性についても高いものとなる。さらに、プライ構造
とする場合には凹エンボスによるプライ接合がしっかりとしたものになる。
【００３２】
　さらに、本発明では、特徴的な小凸部群１２によって、前記凹部１０に入り込んだクレ
ープ紙Ｓ１に対して小凸部１２ｔによって、エンボス付与時に局所的に高い押圧でクレー
プ紙Ｓ１が凹部１０内で保持されるため、前記強押部１１によって形成される隣接する凹
エンボス間の稜線が曖昧になり、柔らかさのある意匠性を呈する。さらに紙面の凸部分形
成面においては、小凸部１２ｔに対応するエンボス小凸部が形成されるため、強押部１１
に対応する凸エンボス（凹エンボスに対応する部分）と相まって、紙面全体としての凸エ
ンボスの密度が高まり、滑らかさのあるものとなるとともに、嵩高なものとなる。
【００３３】
　また、凹部１０で押される部分に小凸部１２ｔにより細かな凹凸が形成されるため、こ
の凹凸によって、当該部分に光の乱反射が生じ、もって照りのない落ち着いた高級感のあ
る意匠となる。すなわち、小凸部１２ｔによって意匠性が向上される。
【００３４】
　ここで、前記凸エンボスロール６０の周面１に形成される凹部１０の平面視パターンは
、凹部１０の平面視形状が角丸四角形であり、その凹部１０の角丸四角形の各一辺に、隣
接する凹部の角丸四角形の一辺が近接又は接して配置されるパターンが望ましい。特に、
凹部の平面視形状は、図示例の如く、角丸正方形であるのが望ましい。凹部１０の平面視
形状がかかる角丸正方形であると、紙面の滑らかさが一層向上する。また、本発明では当
該凹部１０が、規則正しく並ぶので、これとの相乗により優れた意匠性を呈する水解性衛
生薄葉紙Ｘ１となる。
　なお、平面視とは、凸エンボスロール６０の周面１を平面に展開し、その面を平面視し
たものを意味する。
【００３５】
　上記例示のように角丸四角形の凹部１０を並べた凸エンボスロール６０のパターンでは
、強押部１１は４つの凹部１０により囲まれる山状部分で構成される強押部１１Ａ（山状
強押部ともいう）と、隣接する凹部の辺間に位置されるライン状部分で構成される強押部
１１Ｂ（以下、線状強押部ともいう）との組み合わせとなる。前記ライン状部分１１Ｂは
、前記山状強押部同士を結ぶようにして位置される。なお、図示例では、好ましい例とし
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て、凹部１０の辺が接するようになっており、ライン状強押部１１Ｂは一筋の線のように
なっている。この隣接する凹部１０の辺同士の距離は２．０ｍｍ未満とするのが望ましい
。山状強押部１１Ａによる形状の転写が確実なものとなる。
【００３６】
　さらに、この形態においては、上記山状強押部１１Ａによってクレープ紙面に略矩形の
しっかりとした凹エンボスが形成されるとともに、それらを結ぶように線状の凹エンボス
が形成され、意匠性に優れるとともに、表面の滑らかさと柔らかさが効果的に発現する。
かかる効果をより発現させるにあたっては、前記線状強押圧部１１Ｂが、山部状押圧部１
１Ａと山状押圧部１１とを、凸エンボスロール６０の軸心側に向かって円弧を描くように
して結ばれているのが望ましい。このようにすると、山状強押部１１Ａにより形成される
凹エンボス間を結ぶ線状の凹エンボスが薄くなり、山状強押部１１Ａによって形成される
凹エンボスの四方端近傍のみ線状の凹エンボスが形成され、意匠性に優れるものとなる。
【００３７】
　さらに、上記４つの凹部１０により囲まれる部分に形成される強押部１１Ａが頂面１１
ａを有するものとすると、紙面を当該頂面１１ａが面接して押すようになるので、その形
状が視認性よく紙面に転写され、意匠性に優れた水解性衛生薄葉紙となる。特に、その頂
面が円形であると、角部がないために、製造時における紙面への転写時（紙面を押す際）
の紙の破れが防止される。さらに、得られた水解性衛生薄葉紙は、紙面が滑らかさのある
ものとなる。
【００３８】
　また、このように山状強押部１１Ａに頂面１１ａを設ける場合、そのエッジ１１ｅが面
取りされているのが望ましい。製造時にエッジの部分の起点として破れるおそれがなくな
り、また、水解性衛生薄葉紙は、表面が滑らかであり、柔らかな印象を与える意匠性を呈
するようになる。
【００３９】
　ここで、前記凹部１０の平面視形状の面積が８～１２ｍｍ2であるのが望ましい。８ｍ
ｍ2未満では、前記小凸部群１２を形成することが困難となるとともに、小凸部群１２に
よる上記表面の滑らかさ感の向上、嵩高さ、柔らかさといった効果が発現し難くなり、ま
た、１２ｍｍ2では、紙面の凹エンボス部分以外の部分が広くなり、意匠性や嵩高さ、柔
らかさ等が十分に発現しない。ここで、かかる凹部１０は、凹部１０の中心間隔が３．０
～５．５ｍｍであるのが望ましい。なお、中心間隔とは平面視形状の中心、重心を意味す
る。従って、規則正しくならぶ本発明では、この凹部１０の中心間を結ぶと、格子状、網
目状となり、強押部１１Ａも規則正しくならぶことになり、もって、水解性衛生薄葉紙は
、意匠性の高いものとなる。
【００４０】
　他方、前記小凸部群１２は、１～６の小凸部１２ｔが規則正しく配列されて構成されて
おり（図示例では５個）、この小凸部群１２が、前記凹部１０内に形成されていることで
、紙面の強押部１１Ａによって押される凹エンボス以外の部分においても小凸部１２ｔに
よって押される小凹エンボスが形成される部分ができ、これによって、紙面の前記強押部
１１Ａで押された凹エンボス間に小凹エンボスが形成されるので、もって、表面の滑らか
さが向上するとともに、嵩高さのあるものとなる。特に、規則正しい配列とすることで、
各強押部１１Ａにおける押圧差を与えることをなくすことができ、表面の滑らかさ等に優
れるものとなるとともに、強押圧部１１Ａによって形成される凹エンボスが不鮮明になら
ず意匠性にも優れたものとなる。ここで、小凸部１２ｔの突出方向は、凸エンボスロール
６０の中心と周面とを結ぶ方向、すなわち周面に対する接面に対して垂直となる方向であ
り、前記強押部１１Ａの凸方向と同方向である。
　また、小凸部１２の頂部の高さ位置は、強押部の高さ位置と同等又は若干低い位置とす
るのが望ましい。この高さ位置は、凸エンボスロール６０の軸心からの距離を意味する。
【００４１】
　小凸部１２ｔの頂部についても、前記四つの凹部１０で囲まれる強押部１１Ａの頂部と
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同様に、平面であるのが望ましく、特にその頂面の面積が０．２～０．５ｍｍ2であるの
が望ましい。その平面視形状は、楕円であるのが望ましい。この範囲とすると、小凸部群
１２による、嵩高さの発現、滑らかさの発現が効果的に発揮される。
　なお、小凸部群１２を構成する小凸部１２ｔの数が６個を超えると、前記強押部１１Ａ
によって形成される紙面の凹エンボスが不鮮明となりやすくなる。
【００４２】
　好ましい小凸部群１２における小凸部１２ｔの数は、図示例のように５つであり、配列
についても図示例のようである。すなわち、５つのうちの４つが、その頂面の中心又は頂
点を結んだ線が四角形又は正方形を描く関係にあり、残りの１つが、その描かれる四角径
の中心に配置される配列が望ましい。この配列では、クレープ紙Ｓ１に転写されたときに
凹部１０に対応する部分についての滑らかさ、嵩高さの発現が顕著となる。
【００４３】
　ここで、小凸部群１２の好ましい規則正しい配列について述べると、図示例の如く、小
凸部群１２が、縦横一つおきに配列されるのが望ましい。凹部１０との関係でいえば、上
記四角形が凹部１０の丸角四角形に対して４５°の角度を有しているのが望ましく、さら
に、凹部１０の平面視中心に小凸部群１２を構成する小凸部の一つが位置するように配列
されているのが望ましい。かかる、配列であると意匠性に優れ、しかも紙面の強押部１１
Ａで形成される紙面の凹エンボスがしっかりとしたものとなるとともに、凹部１０で押さ
れる部分ついて小凸部群１２による凹凸が形成されるので嵩高く、滑らかな紙面を有する
ものとなる。
【００４４】
　他方、上記凸エンボスロール６０によって形成される水解性衛生薄葉紙Ｘ１の凹エンボ
スについて述べると、凹エンボスの深さは、３００～４００μｍであるのが望ましい。よ
り好ましくは３５０～３７５μｍである。３００μｍ未満では、嵩高さを向上させ難く、
４００μｍを超える断紙のおそれがある。なお、ここでの凹エンボスの深さは、マイクロ
スコープにより測定したものである。数値は、ランダムに選択した２個のエンボス部を通
る部位の平均値とする。なおこの測定は、例えば、キーエンス社製、マイクロスコープに
より測定することができる。　
　なお、本発明の水解性衛生薄葉紙Ｘ１は、特に１プライのものとした場合には、紙面の
各面の滑らかさの差が少ないという効果をも奏する。
【００４５】
　他方、本発明の水解性衛生薄葉紙は、上記特徴的な凸エンボスロール６により付与され
たものとすることで、紙面表面のＭＭＤを０．０６０～０．０１０の範囲にすることがで
きる。特に、本発明では、少なくとも一方の面のＭＭＤについて０．０８０以下とするこ
とができ、そのようになっているのが望ましい。なお、ＭＭＤの値が０．０１０を超過す
ると表面の滑らかさに劣る。０．０６未満であってもとざらつきを感じるようになる。
【００４６】
　なお、ここでのＭＭＤは、図６に示すように、ＪＩＳ　Ｐ　８１１１に規定される条件
下で測定した１０ｍｍ角のピアノ線端子と衛生薄葉紙との摩擦係数の平均偏差ＭＭＤであ
る。摩擦係数の平均偏差ＭＭＤは、カトーテック株式会社製「摩擦感テスター　ＫＥＳ　
ＳＥ」を用いて測定することができる。ＭＭＤ値が大きいほど滑らかさに劣ることを意味
する。なお、ＭＭＤの値が０．０６０未満であると、滑り感が強く適度な拭き取り性が得
られない。
【００４７】
　また、本発明における水解性衛生薄葉紙Ｘ１は、水解性の値が５～２０秒であるのが望
ましい。なお、ここでの水解性とは、ほぐれやすさ試験（ＪＩＳ Ｐ ４５０１で規定され
る、ほぐれやすさの試験方法に基づく）における秒数で表したものである。水解性の値が
５秒未満であると、シャワートイレ等で使用した際に、拭き取り操作をするとほぐれたク
レープ紙が皮膚に付着するおそれが高まる。なお、この水解性５～２０秒という数値は、
極めて高い水解性であり、本発明では、凹部１０のドーム形状、配列、それによる強押部
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１１Ａの配列、形状、小凸部群１２の構成により、しっかりとした凹エンボスが紙面に形
成されているにもかかわらず、かかる高い水解性を達成可能としている。すなわち、かか
る水解性の達成は、本発明の特徴的なエンボスによるところがある。
【００４８】
　他方、本発明における水解性衛生薄葉紙（クレープ紙）の原料パルプは、既知のものが
使用できる、例えば、木材パルプ、古紙パルプなどが挙げられる。
　特には、原料パルプは、ＮＢＫＰ（針葉樹クラフトパルプ）とＬＢＫＰ（広葉樹クラフ
トパルプ）とを配合したものが好ましい。適宜古紙パルプが配合されていてもよいが、風
合いなどの点で、ＮＢＫＰとＬＢＫＰのみから構成されているのがよく、その場合配合割
合としては、ＮＢＫＰ：ＬＢＫＰ＝１０：９０～５０：５０がよく、特に、ＮＢＫＰ：Ｌ
ＢＫＰ＝４０：６０が望ましい。
【００４９】
　原料パルプ等の抄紙原料は、例えば、公知の抄紙工程、具体的には、ワイヤパート、プ
レスパート、ドライヤパート、サイズプレス、カレンダパート等を経るなどしてクレープ
紙とする。抄紙に際しては、例えば、分散剤、苛性ソーダ等のｐＨ調整剤、消泡剤、防腐
剤、スライムコントロール剤、剥離剤、柔軟剤、柔軟保湿剤、嵩高剤、乾燥紙力剤、湿潤
紙力剤、歩留向上剤、染料、定着剤などの適宜の薬品を添加することができる。
【００５０】
〔試験例〕
　ここで、従来、表面の滑らかさに優れ、表裏面の差も少ないとされ、水解性衛生薄葉紙
の分野で好適に採用されてきたエンボス付与パターン（図７及び図８に示すパターン）を
有する凸エンボスロールによってエンボスを形成した水解性衛生薄葉紙の例と、本願発明
にかかるエンボス付与パターン（図２～図５に示すパターン）を有する凸エンボスロール
によってエンボスを形成した水解性衛生薄葉紙とについて、表裏面の滑らかさ等を測定し
、比較した。また、得られた各水解性衛生薄葉紙の表裏写真を図９、１０に示す。図９が
本発明の実施例。図１０が比較例にかかる水解性衛生薄葉紙である。なお、図７、図８に
おいて凹となっている部分を符号１１０、前記凹となっている部分と相対的に凸となる部
分を符号１１１で示した。実施例、比較例におけるエンボス付与の条件、用いたクレープ
紙は同様である。
　なお、滑らかさは上述の測定方法にしたがってＭＭＤを測定することとした。エンボス
深さ等の詳細はＭＭＤの結果とともに下記表１に示す。なお、表中のＭＭＤは、測定値を
１００倍したもので表している。
【００５１】
【表１】

【００５２】
　表１の結果から、実施例及び比較例ともに、エンボスの入りについては問題ないが、本
発明の実施例については、ＭＭＤの値が、従来好ましく採用されてきたエンボスパターン
を付与した物と比較して、表面及び裏面ともに低い数値であり滑らかなものとなっている
。また、意匠性についても優れたものとなっている。
　とりわけ、一方面においては従来のものは１０．４（０．１０４）であるのに対して、
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【００５３】
　さらに、従来のものは表裏面のＭＭＤの差が５（０．０５）であるの対して、本願発明
は表裏面のＭＭＤの差が３．６（０．０３６）であり、従来のものと比較して差がなく良
好な結果がえられた。
【００５４】
　そして、図８、９より小凸部群のある本願発明は、矩形の凹エンボス及び凹エンボス間
を結ぶ線状の凹エンボスが曖昧でぼやけており、にもかかわらず矩形エンボスはしっかり
としており、比較例のような各凹エンボス部分が鮮明でエッジのあるものとは極めて異な
る、柔らかなで落ちついた独特の意匠性を呈していることが視認できる。また、凹エンボ
ス以外の部分に小凸部による凹凸が確認でき、嵩高さと滑らかさのある印象がある。また
、上述のとおり、滑らかさに優れる。
【００５５】
　以上より、本願発明のエンボスが付与された水解性衛生薄葉紙は、滑らかさに優れ、特
に裏面の滑らかさに優れ、表裏の滑らかさの差も小さい。また、意匠性にも優れる。
【符号の説明】
【００５６】
　Ｘ１…水解性衛生薄葉紙、６０…凸エンボスロール、６１…周面弾性ロール、Ｒ１…原
反ロール、Ｓ１…クレープ紙（積層クレープ紙）、１…凸エンボスロールの周面、１０…
凹部、１１…強押部、１１Ａ…山状強押部、１１ａ…山状強押部の頂面、１１ｅ…山状強
押部の頂面エッジ、１１Ｂ…線状強押部、１２…小凸部群、１２ｔ…小凸部、

【図１】 【図４】
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【図９】 【図１０】
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